[bookmark: _Hlk105053726]令和6年度第1回地域密着型サービス事業運営推進会議（合同会議）議事録


１　開催日時　　令和5年5月31日（水）　13時30分～15時00分

２　開催場所　　特別養護老人ホームほうじゅの郷　会議室

３　出席者
　　　　　　〇運営推進委員
　　　　　　　　　川村和生（地域住民代表）
　　　　　　　　　川村　明（地域民生委員）
　　　　　　　　　高橋　誠（市民サービス課長）
　　　　　　　　　菊池まゆみ（石鳥谷地域包括支援センター職員）
　　　　　　　　　宮森寿人（はなみずき石鳥谷家族の代表）
　　　　　　　　　袴田浩一（ほうじゅの郷家族の代表）
　　　　　　〇事務局（施設職員）
　　　　　　　　　小原秀幸（施設長）
　　　　　　　　　中村勇子（ほうじゅの郷管理者兼主任生活相談員）
　　　　　　　　　岩谷大明（ほうじゅの郷生活指導員兼フロアリーダー）
　　　　　　　　　小野寺邦枝（はなみずき石鳥谷主任介護職員）
　　　　　　　　　平野慎二（はなみずき石鳥谷計画作成担当者兼介護職員）

４　欠席者　　　なし

５　協議内容
（1） 令和5年度事業報告及び収支決算について
（2） 各事業の進捗状況等について
（3） 身体的拘束に関する事項について（身体的適正化委員会）
（4） 事故等に関する事項について
（5） その他　情報交換等

６　会議の経過
　　　　
　　　　　13時30分、小原施設長は運営推進会議の委員全員が出席していることを確認し、開会を宣言する。

小原秀幸　　本日はお忙しい中ご出席をいただき誠に有難うございます。
　　　　　　　今年度最初の運営推進会議になりますが、今後、2か月に1回のサイクルで開催させていただきます。なお、今回は特養とグループホームの合同会議としておりますが、規則上、年6回の開催に対し概ね半分程度は単独での開催が求められておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
　　　　　　　なお、新年度で委員も変わっておりますが、皆様方からは忌憚のないご意見やご指導を賜りますよう宜しくお願いいたします。

　小原秀幸　　次に、それぞれから運営推進会議の委員承諾の同意を得て、委嘱状を交付し、その後自己紹介をいただく。

　小原秀幸　　これから1年間どうぞ宜しくお願いいたします。
　　　　　　　それでは協議に入ります。
　　　　　　　（１）令和5年度事業報告及び収支決算について、資料に基づき説明する。

　　　　　　　－　資料に基づき説明　－

　小原秀幸　　只今の説明について何かご質問ご意見等ございませんか。

　小原秀幸　　特に無いようですので、次に移ります。
　　　　　　　（２）各事業の進捗状況について、ほうじゅの郷、はなみずき石鳥谷の順で担当者から説明させる。

　　　　　　　－　資料に基づき説明　－

　小原秀幸　　只今、事業所ごとに担当者から説明がありましたが、委員の皆様から質問等ございませんか。

　川村和生　　宝陽病院の先生が変われらたようですが、感触はどうですか。

　小原秀幸　　変わりました。良い先生のようです。これから看取りとか施設と病院との連携強化に向けて進展することを期待しております。

　川村和生　　改善されているのであれば結構なことです。

　高橋　誠　　ほうじゅの郷の入居者の状況の中で、胃ろうとか在宅酸素とか糖尿病とかのデータがありますが、これらは重複している方なのでしょうか、それともそれぞれなのでしょうか。

　中村勇子　　それぞれです。

　小原秀幸　　他に何かございませんか。
　　　　　　　特にないようですので次に移ります。
　　　　　　　（３）身体的拘束に関する事項について、ほうじゅの郷、はなみずき石鳥谷の順で担当者から説明させる。

　　　　　　　－　資料に基づき説明　－

　小原秀幸　　只今、説明がありましたことについて何かご質問ご意見等ございませんか。

　小原秀幸　　話は逸れるかもしれませんが。在宅での高齢者虐待のケースがありまして、養護老人ホームの方で受け入れたということがありました。1週間ほどの期間で２件続きましたので驚いております。近年の養護老人ホームは空床がある状況が続いていて、経営に影響を及ぼしているのが現状です。ですので、緊急的なケースがあれば可能な限り受け入れるようにしておりますので、もし同じような事例等があればご相談いただきたいです。
　　　　　　　包括さん、いかがですか。

　菊池まゆみ　確かに虐待のケースはありますし、その状況によって対応も変わります。当事者の感情や気持ちもございますので尊重しながら対応しているようなところです。もし、施設を利用しなければならないケースがあれば是非ご相談させてください。

　小原秀幸　　身体拘束を行わない施設として謳っており、これまでも委員会や研修等を通じて職員への周知徹底も行ってはおりますが、最近になって、どうしても拘束が必要になるではないか、いうケースが出てきております。

　中村勇子　　入居当初から「ろう便」、便いじりのある方がおりまして、職員間で様々の工夫や排便コントロールも行ってきておりますが、衛生的な問題が非常に大きくなっていて、対応する職員の過度の労力とメンタルの低下を考えなければならない状況にありますし、また家族の面会中に「ろう便」の状態を目の当たりにして、拘束をしてもらった方がいいと言ってきている状況になっています。
　　　　　　　ただ、職員からは、もう少し頑張ってみたい！と意見や思いを持っている職員もありますので、身体拘束廃止に向けて取り組み続けているところです。
　　　　　　　委員の皆さんやご家族様から、ご意見やお知恵をいただければと思っております。

　袴田浩一　　お話をお聞きして、大変だな、うちの母親じゃなきゃいいなと思いました。
　　　　　　　このような場合には、家族の方へは連絡していただけるのですか。

　中村勇子　　はい、そうですね。状態の変化があればその都度お知らせするようにしておりますし、ご協力いただけることがあればお願いすることもあります。

　宮森寿人　　身体拘束ですけど、例えば国立療養所ですと、入院患者さんが暴れだして、職員4人がかりでも抑えられないこともあると聞きますし、そういう場合は拘束をするほかない。職員も危険な状態に晒されることもあるし、事が行ってしまっては、それこそ大変なことになってしまうでしょう。
　　　　　　　ですから、ここでも拘束廃止のルールとしても、やはり状況によっては拘束が必要な場合があると思います。そうでないと職員が疲れてしまいますよね。特に「うんち」というは結構精神的にダメージを受けると思いますよ。

　高橋　誠　　身体拘束を実際に行う場合とは、状況が生じて、家族が同意してから、委員会で決定してから実施するという流れですか。

　小原秀幸　　仰る通りです。身体拘束の決定は絶対に一職員の判断で行ってはいけませんから、最終的に委員会において、切迫性、非代替性、一時性を確認して決定し、期間や方法、記録等を確認して拘束を開始することになります。

　川村　明　　非常に大変なケースだと思いますが、例えば困難なケースがある場合の方法とか手順とか法令もみたいなものはあるものですか。

　中村勇子　　決まりとかではなく、例えばその状況に応じた専門医に診てもらい必要な処方をしていただくことになると思います。
　　　　　　　過去にも帰宅願望が強く、暴れたり、物は投げる、壊す、唾を吐く、職員に抵抗する等の方がおりました。家族が施設に泊まったり、自宅に帰宅することで落ち着くのではないかと取り組んでみましたが、改善が出来ず、その後専門医を受診後入院となり退居となりました。

　小原秀幸　　いわゆる問題行動が激しく対応が難しい場合には、やはり精神科等の専門医の診断を仰ぐことになるのが一般的かと思います。そうなると行動を抑制する薬の投薬になりますが、もちろん改善される方もおりますが、寝たきり等行動意欲がなくなる方のほうが多いと思います。

　川村　明　　そもそも拘束とは、どういうものをいうのですか。

　小原秀幸　　一般的に、その人の行動を制限することを身体拘束と言っています。

　川村　明　　一時的でも？

　小原秀幸　　そうです。
　　　　　　　そのうえで、拘束状態を早期に解除することを考えながら対応していくことになります。
　　　　　　　身体的拘束適正化のための指針と虐待防止に関する指針とか、今後、ご提示していきたいと思います。


　小原秀幸　　沢山のご意見ご助言有難うございます。
　　　　　　　次の議題に移ります。
　　　　　　　（４）事故等に関する事項についてほうじゅの郷、はなみずき石鳥谷の順で担当者から説明させる。

　　　　　　　－　資料に基づき説明　－

　小原秀幸　　只今、説明がありましたことについて何かご質問ご意見等ございませんか。

　川村和生　　介護機器には、どのようなものがありますか。

　中村勇子　　一昔前に比べると相当進化しておりまして、例えば移動式のリフトや介護者に装着するパワースーツなどがありますが、大分使い勝手は良くなっているようですね。

　高橋　誠　　一つは、全体の事故防止委員会についての会議の内容を周知する方法はどうしていますか。二つ目に全体の員会のほかに事業所独自で行っているようですが、その理由は何故か。

　中村勇子　　二つ目の質問についてですが、特養における事故やヒヤリハットの事例が多いことから、出来る限り改善が出来るよう検証や分析、再発防止策等について、より強く意識を持って取り組むことを目的として、独自の委員会を開催しております。事故やインシデントに対する意識は高まっていると感じておりますし、それぞれの対応に関し、職員からの意見も多く出るようになりました。

　小原秀幸　　一つ目の質問は情報共有と周知徹底の方法は如何に？ということですが、実はこれが以前から大きな課題の一つでありましたし、法令でも周知の必要が求められており、解決しなければならない項目でもあります。これまでは、会議録の回覧とか口頭による簡単な報告により周知をするということにしているものの、実際には勤務形態が様々な職員が多い中で、会議録を回覧しても見ていないとか周ってこない、報告も聞いてないと職員が多いのが現状です。そこで、業務用の専用ソフトに掲示板機能を追加していただくことで、会議録等を掲示板に載せ、職員は必ず確認すること！といった申し合わせをして運用しております。手軽に会議の内容が確認できるようになることで、以前よりは周知されるところが多くなっております。

　小原秀幸　　その他ございませんか。
　　　　　　　特に無いようですので、その他の事項に移ります。
　　　　　　　まず事務局からですが、この運営推進会議の内容は本日協議した内容がほとんどでありますが、話題も特定されてしまい、会議が形骸化されても困りますので、委員の皆様からは会議のテーマをご提案いただきたいと考えております。例えば、特にこの部分を詳しく知りたいとか、このような事業をしてみてはどうかとか、入居者と委員さんとのふれあい交流をするとか、何でも結構ですので、興味のあることや要望など是非お知らせいただきたいと思います。宜しくお願いいたします。
　　　　　　　次回は7月の開催ですが、今度は施設見学を含めて、事業所ごとに開催したいと思っております。

　中村勇子　　ひとつは地域密着型の事業所として、より地域と近い関係づくりを目的として、ボランティアさんとの関わりを深くしていきたいという想いがありますので、受入れやご協力いただける方々の情報等がありましたならばお願いしたいと思っております。
　　　　　　　二つ目は、最近は外国人労働者を受け入れる施設も増えてきておりまして、人口減少が進む中、私達もいつかは考えなければならない課題でもあります。そこで、外国人労働者をほうじゅの郷で受け入れると言った場合に、地域住民の方々や家族の方々はどのようにお考えになるのか、お聞かせ願いたい。

　川村和生　　最近はこの辺でも結構外国人の方々を見ますよね。
　　　　　　　それから、最近の外国人労働者というのは、日本は特に肉体労働を求めていますけど、ヨーロッパの方では頭脳の方を求めていることが多いようですね。
　
　小原秀幸　　そうですね。
　　　　　　　花巻市内の特養でも外国人労働者の雇用を始めたところも多くなってきたようです。
　　　　　　　家族さんのご意見はいかがでしょうか。

　宮森寿人　　日本人は多様性がないように思いますね。
　　　　　　　もう少し受入れに前向きになってもらいたいですね。

　袴田雄一　　全然、悪い意識はありませんが、話はどのくらいできるものなのでしょうね。

　小原秀幸　　こちらに来るまでに、ある程度の訓練をされてからいらっしゃるようで、会話に関してそれほど困るというようなことはないと聞いております。

　菊池まゆみ　ちなみに北上での情報ですけど、高齢者と外国人との交流会がありましたが、全然違和感ありませんでしたよ。むしろ高齢者の方々も喜んで接しておられました。

　中村勇子　　そうでしたか。貴重な情報有難うございます。

　小原秀幸　　長時間にわたり熱心にご審議下さり誠に有難うございました。次回は7月下旬に開催したいと思いますので宜しくお願いいたします。
　　　　　　　以上をもちまして令和6年度第1回地域密着型サービス事業運営推進会議を終了いたします。


閉会　　15時00分



議事録作成者
社会福祉法人宝寿会事務局
特別養護老人ホームほうじゅの郷
施設長　小　原　秀　幸　　　　㊞
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